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議案第１２号

令和８年度板倉町一般会計予算

令和８年度板倉町一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，７８０，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。

令和８年３月６日提出

板倉町長 小野田 富康
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第２表 債務負担行為

事項 期間 限度額

農 業 近 代 化 資 金 等 利 子 補 給 借入年度から ２．０％以内

返済年度まで

中小企業設備近代化資金利子補給 借入年度の次年度 所定の利率で計算した

から３年以内 額の１／３以内



第３表　地 方 債

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

公共施設等適正管理推進事業債 39,300
（公立保育園・公立児童館建設事業）

脱炭素化推進事業債 9,500
（保健センター照明器具ＬＥＤ化事業）

公共事業等債 16,500
(道路整備事業）

公共施設等適正管理推進事業債 27,000
（道路長寿命化事業）

公共事業等債 26,300
(橋梁長寿命化事業)

学校教育施設等整備事業債 29,800
(小学校体育館改修事業）

計 148,400

 証書借入、
普通貸借 
又は

証券発行

年5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

　公的資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
と協定するも
のとする。
　ただし、町
財政の都合に
より据置期間
を短縮し、又
は繰上償還若
しくは低利に
借換えするこ
とができる。
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（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） 230,182 千円
　　　※地方消費税交付金 422,000千円の22分の12に相当する額

（歳出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

経費

国  県
支出金

地方債 その他

地方消費税
交付金（社
会保障財源
化分）

その他

福祉タクシー利用補助事業
＜福祉タクシー利用補助金＞

3,255 1,065 2,190

老人保護措置事業
＜老人保護措置委託料＞

5,898 1,099 1,570 3,229

高齢者補聴器購入費助成事業 150 49 101

敬老祝金支給
＜敬老祝金扶助＞

10,832 28 3,534 7,270

在宅要介護高齢者等紙おむつ給付 3,900 1,276 2,624

介護用車両購入費補助 100 33 67

介護慰労金支給事業 3,000 150 932 1,918

更生医療費給付
＜更生医療給付費＞

11,400 8,550 932 1,918

育成医療費給付
＜育成医療給付費＞

150 112 12 26

療養介護医療費給付
＜療養介護医療給付費＞

960 720 79 161

地域生活支援
＜役務費、指定管理委託料を除く＞

18,683 5,999 4,149 8,535

重症心身障害者等短期入所助成事業 324 106 218

難聴児補聴器購入支援事業 223 111 37 75

障害児（者）住宅改造費補助 500 300 65 135

腎臓機能障害者等通院交通費補助 557 278 91 188

特定医療費（指定難病）受給者等
見舞金支給事業

3,960 1,295 2,665

要医療重症心身障害児（者）
訪問看護支援事業

120 60 20 40

障害介護給付費
＜扶助費＞

370,190 277,453 30,333 62,404

障害児給付費
＜扶助費＞

50,079 37,558 4,095 8,426

子育て支援金支給事業 3,650 1,194 2,456

病児病後児保育事業 230 75 155

母子・父子家庭児童入進学等
支度金支給事業

500 164 336

チャイルドシート購入費補助事業 200 65 135

児童手当支給事業（手当費） 199,830 179,560 6,630 13,640

乳児等通園支援事業 100 2 2 31 65

小　　計 688,791 510,853 0 1,129 57,832 118,977

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

1,393,527

財源内訳
事業名 特定財源 一般財源

社
会
福
祉
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【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

経費

国  県
支出金

地方債 その他

地方消費税
交付金（社
会保障財源
化分）

その他

財源内訳
事業名 特定財源 一般財源

後期高齢者医療事業
＜療養給付費負担金＞

151,014 49,394 101,620

後期高齢者医療事業
＜保険基盤安定繰出金＞

54,780 41,085 4,479 9,216

国民健康保険特別会計繰出金
＜保険基盤安定繰出金＞

91,609 68,706 7,491 15,412

国民健康保険特別会計繰出金
＜未就学児均等割保険税繰出金＞

514 385 42 87

国民健康保険特別会計繰出金
＜産前産後保険税繰出金＞

40 30 3 7

国民健康保険特別会計繰出金
＜財政安定化支援事業繰出金＞

7,157 2,341 4,816

国民健康保険特別会計繰出金
＜福祉医療ﾍﾟﾅﾙﾃｨ分繰出金＞

2,819 922 1,897

介護保険特別会計繰出金
＜介護給付費繰出金＞

162,118 53,026 109,092

介護保険特別会計繰出金
＜地域支援事業繰出金＞

12,578 4,114 8,464

介護保険特別会計繰出金
＜低所得者保険料軽減繰出金＞

10,749 8,061 879 1,809

小　　計 493,378 118,267 0 0 122,691 252,420

福祉医療費支給事業＜福祉医療扶助＞ 100,870 49,405 2,340 16,068 33,057

養育医療費支給事業＜養育医療扶助＞ 480 360 39 81

健康増進事業＜健診委託料＞ 1,832 6 597 1,229

健康増進事業（補助）＜健診委託料＞ 1,890 1,156 240 494

がん対策強化推進事業
＜がん検診委託料＞

24,852 880 7,841 16,131

がん検診総合支援事業（補助）
＜がん検診委託料＞

255 104 50 101

妊婦・乳幼児健診事業
＜各種委託料＞

4,850 541 1,409 2,900

妊婦・乳幼児健診事業
＜受診料・交通費扶助＞

144 80 21 43

法定予防接種事業
＜予防接種委託料・医療扶助＞

64,969 524 21,079 43,366

任意予防接種町単独助成事業 3,072 1,005 2,067

不妊症及び不育症治療費助成事業 750 245 505

産後ケア事業 2,555 836 1,719

骨髄移植ドナー助成事業 140 70 23 47

出産・子育て応援事業 4,273 4,006 87 180

がん治療者医療用補正具購入費助成事業 300 98 202

小児若年がん治療者在宅療養支援事業 126 63 21 42

小　　計 211,358 56,309 0 3,226 49,659 102,164

1,393,527 685,429 0 4,355 230,182 473,561合　　　計

社
会
保
険

保
健
衛
生
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